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通所介護及び通所介護相当サービス利用契約書 

 

        様（以下「利用者」といいます。）と株式会社さくら（以下「事業者」とい

います。）は、事業者がデイサービスセンターさくらにおいて提供する通所介護又は通所介護相

当サービス（以下「サービス又は通所介護相当サービス」といいます。）の利用等について、次

のとおり契約を締結します。 

 

（契約の目的） 

第１条 事業者は、介護保険法その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が住み慣れた地域

での生活を継続し、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができる

よう支援することを目的とし、サービスを提供します。 

 

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は、契約締結日から利用者の要介護又は要支援認定の有効期間が満了す

る日までとします。（事業対象者の場合は、これを認められる期間が満了する日までとします。） 

  ただし、契約期間満了日前に利用者が要介護又は要支援状態区分の変更の認定を受け、認定

有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護又は要支援認定有効期間満了日まで

とします。 

２ 契約期間満了日の１ヶ月前までに、利用者から契約を更新しない旨の申し出がない場合には、

この契約は同一の内容で自動更新されます。前項のただし書きは、更新後の契約についても適

用されます。 

 

（個別サービス計画の作成）  

第３条 事業者は、利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅

サービス計画又は通所介護相当サービス計画の内容に沿って、サービスの目標及び目標を達成

するための具体的サービス内容等を記載した通所介護計画又は通所介護相当サービス計画を

作成します。 

２ 通所介護計画又は通所介護相当サービス計画の作成に当たっては、事業者はその内容を利用

者に説明し同意を得た上で、交付します。 

３ 事業者は、通所介護計画又は通所介護相当サービス計画の実施状況の把握を適切に行い、一

定期間ごとに、目標達成の状況等を記載した記録を作成し、利用者に説明します。 

 

（提供するサービスの内容及びその変更） 

第４条 事業者が提供するサービスの内容は、「重要事項説明書」に定めるとおりです。 

２ 利用者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。この申し出が

あった場合、当該変更が居宅サービス計画又は通所介護相当サービス計画の範囲内であって、

契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサービスの内容を変更

します。 

３ 事業者は、利用者が居宅サービス計画又は通所介護相当サービス計画の変更を希望する場合

は、速やかに担当の介護支援専門員に連絡するなど必要な援助を行います。 

４ 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、その

サービスの内容及び利用料を具体的に説明し、利用者の同意を得ます。 

 

 



（利用料等の支払い） 

第５条 利用者からお支払いいただく利用料及びその他の費用等は、「重要事項説明書」に記載

のとおりです。 

２ 事業者は、利用月ごとに利用料等を計算し、請求書に合計額と明細を付して、利用月の翌月

１５日までに利用者に請求します。 

３ 利用者は、１ヶ月の利用料等の合計額を、利用月の翌月２７日までに事業者に支払います。 

４ 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。 

 

（利用料等の変更） 

第６条 事業者は、介護保険法その他関係法令の改正や経済状況の著しい変化その他やむを得な

い事由等により、利用料等の変更の必要が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期

及び変更後の金額を説明の上、変更後の利用料等を請求することができるものとします。た

だし、利用者は、この変更に同意することができない場合には、この契約を直ちに解約する

ことができます。 

 

（利用料等の滞納） 

第７条 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料等を１ヶ月以上滞納した場合は、事

業者は、利用者に対し、１５日以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め催告し、当該期

限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができ

ます。 

２ 事業者は、前項の催告をした場合には、利用者の居宅サービス計画又は通所介護相当サービ

ス計画を作成した居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者と利用者の日常生活を維持

する見地から、必要な協議を行うものとします。 

３ 事業者は、前項の協議を行った上で、利用者が第１項の期限までに滞納額の支払いをしなか

ったときは、文書で通知することにより契約を直ちに解約することができます。 

４ 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提供を拒むこ

とはできません。 

 

（利用者の解約権） 

第８条 利用者は、事業者に対して１ヶ月以上の予告期間をおいて文書で通知することにより、

いつでもこの契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得な

い事情がある場合は、１ヶ月以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

２ 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、文書で通知す

ることにより直ちにこの契約を解約することができます。 

（1） 事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合 

（2） 事業者が、守秘義務に反した場合 

（3） 事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

（4） 事業者が、倒産した場合 

 

（事業者の解約権） 

第９条 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して１ヶ月以上の予告期間をおい

て理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。 

２ 事業者は、前項の規定にかかわらず、利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者

に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合には、文書で通知することに

より直ちにこの契約を解約することができます。 



３ 事業者は、前２項によりこの契約を解約する場合には、担当の介護支援専門員等に連絡を取

り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。 

 

（契約の終了） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。 

(1) 第２条第２項に基づき、利用者から契約を更新しない旨の申し出があり、契約期間が満

了した場合 

(2) 第８条第１項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合 

(3) 第６条又は第８条第２項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされた場合 

(4) 第９条第１項に基づき、事業者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場 

 合 

(5) 第７条第３項又は第９条第２項に基づき、事業者から解約の意思表示がなされた場合 

 (6) 利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合 

(7) 利用者の要介護又は要支援状態区分が非該当（自立）となった場合（ただし、事業対象

者となった場合を除く） 

(8) 利用者が死亡した場合 

 

（秘密保持） 

第１１条 事業者及び従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に関す

る秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

２ 事業者は、従業者が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう必要な措置を講じます。 

３ 事業者は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家

族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画又は通所介護相当サービス

計画立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者又は通所介護相当サービス事業

者との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。 

 

（損害賠償） 

第１２条 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者又はその家族の生命・身体・財産に損害

が発生した場合は、速やかに利用者又はその家族に対して損害を賠償します。ただし、当該

損害について事業者の故意・過失等の責任を問えない場合はこの限りではありません。 

２ 前項の履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。 

３ 利用者又はその家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。 

 

（苦情処理） 

第１３条 利用者又はその家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「重要事項説明書」

に記載された事業者の相談窓口又は関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができ

ます。 

２ 事業者は、提供したサービスについて、利用者又はその家族から苦情の申し出があった場

合は、迅速かつ適切に対処し、サービスの向上及び改善に努めます。 

３ 事業者は、利用者又はその家族が、苦情申立を行ったことを理由として、利用者に対して

いかなる不利益な扱いもいたしません。 

 

 

 



（サービス内容等の記録の作成及び保存） 

第１４条 事業者は、利用者に対するサービスの提供について記録を作成し、それを完結後２年

間保管し、利用者又はその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又は複写物を交付するもの

とします。 

 

（契約外条項） 

第１５条 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

２ 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他関係法令の定めるところを尊重し、

利用者及び事業者の協議により定めます。 

 

（裁判管轄） 

第１６条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所

地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



通所介護・通所介護相当サービス 

重要事項説明書 

 

  通所介護又は通所介護相当サービス（以下「サービス」といいます。）の提供に当たり、事業所の

概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 株式会社さくら 

主たる事務所の所在地 
〒439－0025 

菊川市土橋４１２番地の１ 

代表者（職名・氏名） 代表取締役兼管理者  中山 幸次 

設 立 年 月 日 平成１８年０９月１９日 

電 話 番 号 ０５３７－３７－１０００ 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 
指定通所介護事業所・指定通所介護相当サービス事業所 

デイサービスセンターさくら 

事 業 所 の 所 在 地 
〒439-0025 

菊川市土橋４１４番地の１ 

電 話 番 号 ０５３７－３７－１０００ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０５３７－３７－１００５ 

介護保険事業所番号 ２２７６８００１１３ 

指 定 年 月 日 
平成１８年１1月１５日（通所介護） 

平成１８年１１月１５日（通所介護相当サービス） 

実施単位・利用定員 １単位 定員４５人 

通常の事業の実施地域 
通所介護；静岡県菊川市全域、掛川市全域、御前崎市全域 

通所介護相当サービス：静岡県菊川市 

併 設 事 業 所 なし 

 

３．運営の方針 

・ サービスの提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必

要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及

び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。 

・ 通所介護相当サービスの提供に当たっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居

宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練

を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向



上を目指します。 

・ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護予

防支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサ

ービスの提供に努めます。 

 

４．提供するサービスの内容 

・食事の提供 

  食事の提供及び必要な介助を行います。 

・入浴（一般浴、機械浴） 

  入浴サービスの提供及び必要な介助を行います。 

・日常生活動作の機能訓練 

  利用者が日常生活を営む上で必要な機能の減退を防止するための訓練、利用者の心身の活性化

を図るためのレクリエーション等を行います。 

・健康状態の確認 

  体調や血圧等の確認を行います。 

・送迎 

  居宅から事業所までの送迎及び乗降の介助を行います。 

・日常生活における相談及び助言 

  利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。 

・その他日常生活上の援助 

  利用者に必要な日常生活上の世話及び援助を行います。 

５．営業日時 

営 業 日 

月曜日から土曜日まで 

ただし、年末年始を除きます。 

＊自然災害の影響、又は、影響の可能性がある場合や、感染症等の蔓延、又は、感染

拡大の可能性がある場合は、事前に告知後に営業休止させて頂く場合があります。 

営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス提供時間  午前９時１５分から午後４時３０分まで 

６．事業所の従業者の体制                            （令和 ４年 ８月 １日現在） 

職種 
常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １人 人   

生活相談員 人 ３人 人 人 

 看護職員 人 １人 人 ２人 

 介護職員 ４人 ３人 ４人 人 

機能訓練指導員 １人 １人 １人 ２人 

７．利用料等 

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担

金」は、原則として基本利用料の１割（一定以上の所得のある方は２割または３割）の額です。 

ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受



けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後

日払い戻しを受けてください。 

 

（１）通所介護の利用料 

【基本部分：通所介護費】７時間以上８時間未満の場合 

  通所介護（１回） 

利用者の要

介護度 

単位数 基本利用料 利用者負担金 

（負担 1 割） 

利用者負担金 

（負担 2 割） 

利用者負担金 

（負担 3 割） 

要介護１ ６５８ ６，５８０円 ６５８円 １，３１６円 １，９７４円 

要介護２ ７７７ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護３ ９００ ９，０００円 ９００円 １，８００円 ２，７００円 

要介護４ １，０２３ １０，２３０円 １，０２３円 ２，０４６円 ３，０６９円 

要介護５ １，１４８ １１，４８０円 １，１４８円 ２，２９６円 ３，４４４円 

 

【加算・減算】 

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。 

  加算・減算額 

加算の種類 単位数 基本利用料 利用者負担金 

（負担 1割） 

利用者負担金 

（負担 2割） 

利用者負担金 

（負担 3割） 

入浴介助加算Ⅰ ４０/日 ４００円/日 ４０円/日 ８０円/日  １２０円/日 

口腔機能向上加算 ３００/

月 

３０００円/月 ３００円/月 ６００円/月  ９００円/月 

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ ７６/日 ７６０円/日 ７６円/日 １５２円/日  ２２８円/日 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ ５６/月 ５６０円/月 ５６円/月 １１２円/月  １６８円/月 

科学的介護推進体制加算 ４０/月 ４００円/月 ４０円/月 ８０円/月  １２０円/月 

サービス提供体制強化加算

Ⅰ 

２２/日 ２２０円/日 ２２円/日 ４４円/日 ６６円/日 

送迎減算（片道につき） ▲４７ ▲４７０円 ▲４７円 ▲９４円 ▲１４１円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の 9，2％ 左記額の 

１割 

左記額の 

２割 

左記額の 

３割 

（注１）上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額（事業所の所在地がその他のため、単位

数に１０，００を乗じた額）であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されま

す。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。 

（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととな

りますのでご留意ください。 

（注３）上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 



（２）通所介護相当サービスの利用料 

【基本部分：通所介護相当サービス費】 

  介護予防通所サービス（１月） 

利用者の要介護度 単位数 基本利用料 利用者負担金 

（負担 1 割） 

利用者負担金 

（負担 2 割） 

利用者負担金 

（負担 3 割） 

事業対象者 

要支援１ 

要支援２ 

（週１回程度） 

１，７９８ １７，９８０円 １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円 

要支援２ 

（ 週 １ 回 を 超 え る 程 度 ） 

３，６２１ ３６，２１０円 ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

  加算額（１月） 

加算の種類 単位数 基本利用料 利用者負担金 

（負担 1割） 

利用者負担金 

（負担 2割） 

利用者負担金 

（負担 3割） 

独自サービス口腔機能

向上加算 

１５０ １， ５００円 

 

１５０円 ３００円 ４５０円 

科学的介護推進体制加算 ４０ ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）１ 

８８ ８８０円 ８８円 １７６円 ２６４円 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）２ 

１７８ １，７８０円 １７８円 ３５６円 ５３４円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の 9.2% 左記額の 

１割 

左記額の 

２割 

左記額の 

３割 

 

（注１）上記の基本利用料及び加算等は、菊川市の要綱で定める金額（事業所の所在地がその他のため、単位数に１

０，００を乗じた額）であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。な

お、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。 

（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととな

りますのでご留意ください。 

（注３）上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）その他の費用 

食 費 
昼食代７５０円、おやつ代５０円 

 

おむつ代等 

紙おむつ１５０円/枚  

リハビリパンツ１５０円/枚 

パッド５０円/枚 

連絡ノート代 ２００円/冊 

交通費 
通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に係る費用として、通常の事業の

実施地域を越えた地点から、片道５０円/５ｋｍをいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が

適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な

身の回り品など）について、費用の実費をいただきます。 

  

（４）キャンセル料 

 利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。 

この場合には、事業所に申し出てください。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

ご利用日の朝までに 

ご連絡いただいた場合 
無料 

ご利用日の１０時までに 

ご連絡がなかった場合 
８００円（食費代＋おやつ代）相当 

（５）支払い方法 

毎月、１５日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、２７日までにお支払ください。 

お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振り込み、現金払いの中からご契

約の際に選択できます。  

 

８．サービスの利用に当たっての留意事項 

・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。 

・複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないようお願い

します。 

・利用者の事情で時間に遅れた場合、送迎サービスが受けられない場合があります。 

 

９．秘密保持及び個人情報の保護 

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中

及び退職後において、第三者（本人様又は本人様のご家族様以外）に漏らしません。これは、こ

の契約終了後も同様とします。 

・事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し

た「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、

適切な取り扱いに努めるものとします。 

・事業者は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家

族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担

当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用



いません。 

 

１０．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記

の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

○○○○ 

○○○○ 

○○○○ 

－   － 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

（      ） 

－   － 

 

１１. 事故発生時の対応 

 通所介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員

及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 また、利用者に対する通所介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行います。 

 

１２．苦情相談窓口 

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。 

当事業所に苦情を申立てたことにより、何らの差別待遇を受けません。 

 

（１）事業所の窓口 

事業所相談窓口 

電話番号  ０５３７－３７－１０００ 

受付時間 月曜日から土曜日 ９時から１７時 

担当者名 生活相談員：松下ひろみ 芳賀叔子 管理者：中山幸次 

 

（２）その他苦情申立の窓口 

苦情受付機関 

菊川市役所 長寿介護課介護保険係 電話 ０５３７－３７－１２５３ 

掛川市役所 長寿推進課介護保険係 電話 ０５３７－２１－１１９６ 

御前崎市 高齢者支援課 電話 ０５３７－８５－１１１８ 

静岡県国民健康保険団体連合会 電話 ０５４－２５３－５５９０ 

（３）利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

 利用者のアンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取り組みの実施状況 

なし・あり 実施した年月日    【              】 

      当該結果の開示状況 なし・あり 

第三者による評価の実施状況 

なし・あり 実施した年月日    【              】 

      実施した評価機関の名称【              】 

      当該結果の開示状況 なし・あり 

 

 

 



１３．身体拘束、虐待防止相談窓口 

サービス提供に関する身体拘束や虐待防止の相談は、下記の窓口でお受けします。 

 

（１）事業所の窓口 

事業所相談窓口 

電話番号  ０５３７－３７－１０００ 

受付時間 月曜日から土曜日 ９時から１７時 

担当者名 生活相談員：松下ひろみ 芳賀叔子 管理者：中山幸次 



１４．非常災害対策  

・事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する具体的な防災計画を作成します。 

・事業所は、防災計画に基づき、年２回、利用者及び従業者等の避難、救出その他必要な訓練を行

います。 

 

１５．サービスの終了 

 次の場合にサービスは終了となります。 

 

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１ヶ月前までに文書でお申し出下さい。 

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、１ヶ月以内の通知でもこの

契約を解約することができます。 

 

（２）事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。そ

の場合は、１ヶ月前までに文書で通知します。 

 

 

（３）自動終了 

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合 

・利用者の要介護又は要支援状態区分が非該当（自立）となった場合（ただし、事業対象者とな

った場合を除く） 

・利用者が死亡した場合 

 

（４）その他 

①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することがで

きます。 

・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合 

・事業者が、守秘義務に反した場合 

・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

・事業者が、倒産した場合 

②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することができな

い場合には契約を解約することができます。 

③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただ

く場合があります。 

・利用者の利用料等の支払いが１ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにもかからず、

別途定めた期限内に支払われなかった場合 

・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの

背信行為を行った場合 

 

 

 

 

 



個人情報に関する基本方針 
 

 株式会社さくらが運営する指定通所介護相当サービス事業所・指定通所介護事業所 デイサービス

センターさくら（以下、「事業所」という）は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護

サービスに携わるものの重大な責務と考えます。 

法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、広く社会 

からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関 

係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。  

記 

 

１．個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 

 ①個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利用目的を通

知または公表し、その範囲内で利用します。 

 

 ②個人情報の取得・利用・第三者への提供にあたり、本人の同意を得ることとします。 

 

 ③事業所が委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託にあたり、個人情報の保護に関する法

律と厚生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ個

人情報に係る契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。 

 

２．個人情報の安全性確保の措置 

①事業所は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に関する規

則類を整備し、必要な教育を継続的に行います。 

 

②個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防及び是正のため、事業

所内において規則類を整備し、安全対策に努めます。 

 

３．個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者への提供の停止等への対応 

 事業所は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者への提

供の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、個人情

報相談窓口（電話０５３７－３７－１０００）までお問い合わせください。 

 

４．苦情の対応 

 事業所は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。 

 

 

                                      

 

  

     

 

 

 

 

 



個人情報の利用目的 

 

指定通所介護相当サービス事業所・指定通所介護事業所 デイサービスセンターさくらでは、個人

情報の保護に関する法律及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する「個人情報に関する基

本方針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目的」を公表します。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

１．事業所内部での利用目的 

 ① 事業所が利用者等に提供する介護サービス 

 ② 介護保険事務 

 ③ 介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの 

・ 入退所等の管理 

・ 会計、経理 

・ 介護事故、緊急時等の報告 

・ 当該利用者の介護・医療サービスの向上 

２．他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

① 事業所が利用者等に提供する介護サービスのうち 

・ 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や通所介護相当サービス

事業者、居宅介護支援事業者等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

・ その他の業務委託 

・ 利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

・ 家族等への心身の状況説明 

② 介護保険事務のうち 

・ 保険事務の委託（一部委託含む） 

・ 審査支払い機関へのレセプトの提出 

・ 審査支払い機関又は保険者等からの照会への回答 

 ③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

１．事業所内部での利用に係る利用目的 

① 事業所の管理運営業務のうち次のもの 

・ 介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

・ 事業所等において行われる学生等の実習への協力 

・ 事業所において行われる事例研究等 

２．他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

 ① 事業所の管理運営業務のうち 

     ・外部監査機関、評価機関等への情報提供 

なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱

うことはいたしません。 

     

                      株式会社さくら 

 

 

 

 



 

個人情報の使用に係る同意書 

 

 以下に定める条件のとおり、私〔        〕および代理人〔        〕、家族

〔         〕は、株式会社さくらが運営する指定通所介護相当サービス事業所・指定通所

介護事業所 デイサービスセンターさくらが、私および身元引受人、家族の個人情報を下記の利用目

的の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することに同意します。 

 

１．利用期間 

    介護サービス提供に必要な期間および契約期間に準じます。 

 

２．利用目的 

    個人情報の利用目的に記載内容と同様です。 

 

３．使用条件 

（１） 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。また、

利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、第三者に漏

らさない。 

（２） 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和    年    月    日 

 
 
事業所は、利用者へのサービス提供開始に当たり、上記のとおり通所介護及び通所介護相当サービス

利用契約書、重要事項、個人情報の使用に係る同意書を説明しました。 

 

事 業 者  所 在 地  菊川市土橋４１２番の１ 

 

事業者名  株式会社さくら 

 

代 表 者  代表取締役 中山 幸次    印 

 

 

 

説 明 者  所 在 地  菊川市土橋４１４番地の１ 

 

事業所名  デイサービスセンターさくら 

 

氏  名                 印 

 

 

私は、事業所より上記の通所介護及び通所介護相当サービス利用契約書、重要事項、個人情報の使

用に係わる同意書について説明を受け、同意しました。 
 
        利 用 者   

              住 所 

 

氏 名                    印 

 

 

              家   族  (本人との続柄       ） 

 

              住 所 

 

氏 名                    印 

 

 

 

代 理 人  (本人との続柄       ） 

 

住 所 

 

氏 名                  印 

 

 

 


